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生徒指導充実のためのご理解とご協力のお願い 

                                                           
 保護者の皆様におかれましては，日頃から本校の教育活動にご協力をいただき，心よ

り感謝申し上げます。 
 さて，最近の高校生を取り巻く環境はめまぐるしく変化しております。本校も例外で

なく，生徒のおかれる状況は刻々変化し，年々その指導に対する課題が増しております。

この点につきまして，ご家庭でもお子様への対応は憂慮されていることと存じます。 
 そこで，本校では生徒指導を学校運営の重要なポイントとして位置づけ，様々な活動

を実施しておりますが，その徹底はまだ不十分なところも多く，今後も学校を挙げて全

職員で取り組んでいく考えであります。 
 つきましては，下記の点におきまして是非ともこの主旨をご理解いただき，ご家庭で

お子様との話し合いの機会を設けていただき，ご協力お願い申し上げます。 
 

                                    記 

◆携帯電話の利用について◆ 

  校内での使用規定はもとより，他人に迷惑をかけない，犯罪に関わる使用はしないこ

とが大切です。次の点についてお子様と話し合いいただき，正しい利用のルール作りを

お願いします。 
□誹謗中傷，無責任な発言はしない 

メールやプロフなどで他人の悪口，根拠のないウワサ話などは絶対に書いてはいけませ

ん。悪口を書かれた相手は大きく傷つきます。その行為は犯罪行為です。また，いじめ

やトラブルをまねくことになります。 
□個人情報を絶対に他人に教えない 

自分や家族はもちろん他人のアドレス，住所，氏名，電話番号，写真などの個人情報は

絶対に公開してはいけません。メールや Web ページでこれらを送信するのも危険です。 

 

 

□「フィルタリングサービス」利用のお願い 

 未成年者が携帯電話等の契約を行う場合，フィルタリングサービスの利用を原則とし

た形で意思確認を行うことになりました。お子様を有害情報から守るためにも是非この

機会に「フィルタリングサービス」利用をご検討いただきたいと思います。 
※ フィルタリングとは，インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づきア

クセスできなくする機能のこと。 
 
◆交通関係について◆ 

  毎年県内で高校生と事故は後を絶ちません。このような悲惨な事故から若者を守る観

点から「３ない運動」を実施し，高校生の免許取得・乗車・同乗を禁止しています。 
□免許を取らせない，運転をさせない，他人の車に同乗させない 

 本校入学時にも説明しましたが，この件について，改めてご確認いただき，ご理解・

ご協力をお願いいたします。 
□自転車乗車時の安全指導について 

 並列走行や交差点における一時停止違反等の危険な行為が目立っています。事故防止

のために，学校周辺における登下校指導に取り組んでおりますが，今一度，ご家庭にお

かれましても，登下校時の安全配慮と合わせて交通規則の尊守についてご指導をお願い

いたします。 
□送迎自粛のお願い 

  先日，書面にてお願いしました自動車による登下校時の送迎について，特別な場合を

除いてお控え下さいますようお願いいたします。 
 
◆服装について◆ 

  本年度は服装の徹底を最重要課題として，全職員をあげて取り組んでおります。しか

し，まだ不十分なところもあり，是非ともご家庭の協力をお願いいたします。 
□正しい制服の着用 

  ネクタイを上げる，シャツを出さない，セーター・カーディガン姿での登下校，頭髪

の変色・加工などご家庭でも，ご指導をお願いいたします。 


